
三 

令
和
七
年
川
越
地
区
消
防
組
合
議
会
第
四
回
臨
時
会
会
議
録 

 

 

△

招
 

 

集

 

 

川

越

地

区

消

防

組

合

告

示

第

一

四

号

 

 
 

令

和

七

年

川

越

地

区

消

防

組

合

議

会

第

四

回

臨

時

会

を

次

の

と

お

り

招

集

す

る

。

 

 
 

 

令

和

七

年

十

二

月

十

九

日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

川

越

地

区

消

防

組

合

管

理

者

 
 

 

森

 
 

田

 
 

初

 
 

恵

 

 

一

 

日

 
 

時

 
 

令

和

七

年

十

二

月

二

十

六

日

 

午

後

一

時

三

十

分

 

 

二

 

場

 
 

所

 
 

川

越

地

区

消

防

局

 

三

階

講

堂

 

 

三

 

付

議

事

件

 

 
 

㈠

 

川

越

地

区

消

防

組

合

消

防

本

部

及

び

消

防

署

の

設

置

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

を

定

め

る

こ

と

に

つ

い

て

 

 
 

㈡

 

川

越

地

区

消

防

組

合

消

防

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

及

び

川

越

地

区

消

防

組

合

会

計

年

度

任

用

職

員

の

給

与

等

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

を

定

め

る

こ

と

に

つ

い

て

 

 
 

㈢

 

川

越

地

区

消

防

局

・

川

越

北

消

防

署

新

築

工

事

請

負

契

約

の

変

更

に

つ

い

て

 

 
 

㈣

 

川

越

地

区

消

防

局

・

川

越

北

消

防

署

新

築

電

気

設

備

工

事

請

負

契

約

の

変

更

に

つ

い

て

 

 
 

㈤

 

川

越

地

区

消

防

局

・

川

越

北

消

防

署

新

築

空

調

設

備

工

事

請

負

契

約

の

変

更

に

つ

い

て

 

 
 

㈥

 

川

越

地

区

消

防

局

・

川

越

北

消

防

署

新

築

給

排

水

そ

の

他

設

備

工

事

請

負

契

約

の

変

更

に

つ

い

て

 

 
 

㈦

 

川

越

北

消

防

署

訓

練

塔

新

築

工

事

請

負

契

約

の

変

更

に

つ

い

て

 

 
 

㈧

 

令

和

七

年

度

川

越

地

区

消

防

組

合

一

般

会

計

補

正

予

算

（

第

三

号

）

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

△

会

 
 

期

 

 

令

和

七

年

十

二

月

二

十

六

日

 
 

 

一

 

日

 

間

 



令
和
七
年
川
越
地
区
消
防
組
合
議
会
第
四
回
臨
時
会
会
議
録 

五  

 

 

△
議
事
順
序 

 

午
後
一
時
三
十
分
開
会 

 

一
、
日
程
第
一
、
第
二
、
第
三
に
つ
い
て
は
、
会
期
を
一
日
間
と
定
め
、
議
案
提
出
書
を
公
表
し
、 

 
 

地
方
自
治
法
第
百
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
出
席
者
を
報
告
す
る
。 

 

二
、
日
程
第
四
、
会
議
録
署
名
議
員
指
名
に
つ
い
て
は
、 

 
 
 
 
 
 
 
 

栗 
原 

瑞 

治 

議
員 

 
 
 
 
 
 
 
 

吉 

敷 
賢
一
郎 

議
員 

 

を
指
名
す
る
。 

 

三
、
日
程
第
五
以
下
に
つ
い
て
は
、
提
出
案
を
単
独
議
題
と
し
、
提
案
理
由
の
説
明
の
後
、
質
疑
、

討
論
、
採
決
の
順
に
よ
り
審
議
を
行
う
。 

 
 
 
 

こ
の
予
定
は
、
時
間
延
長
し
て
も
終
了
す
る
。 

 
 
 
 
 

以
上
を
も
っ
て
第
四
回
臨
時
会
を
閉
会
す
る
。 

 

△
議
事
日
程 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日 

午
後
一
時
三
十
分
開
議 

 

日
程
第 

一 
 
 
 
 
 
 
 

会
期
決
定
に
つ
い
て 

 

日
程
第 

二 
 
 
 
 
 
 
 

議
案
提
出
書
の
公
表
に
つ
い
て 

 

日
程
第 

三 
 
 
 
 
 
 
 

地
方
自
治
法
第
百
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
出
席
者
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

報
告
に
つ
い
て 

 

日
程
第 

四 
 
 
 
 
 
 
 

会
議
録
署
名
議
員
指
名
に
つ
い
て 

 

日
程
第 

五 

議
案
第
二
一
号 

川
越
地
区
消
防
組
合
消
防
本
部
及
び
消
防
署
の
設
置
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て 

 

日
程
第 

六 

議
案
第
二
二
号 

川
越
地
区
消
防
組
合
消
防
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
及
び
川 

越
地
区
消
防
組
合
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条 

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て 

 

日
程
第 

七 

議
案
第
二
三
号 

川
越
地
区
消
防
局
・
川
越
北
消
防
署
新
築
工
事
請
負
契
約
の
変

更
に
つ
い
て 

 

日
程
第 

八 

議
案
第
二
四
号 

川
越
地
区
消
防
局
・
川
越
北
消
防
署
新
築
電
気
設
備
工
事
請
負

契
約
の
変
更
に
つ
い
て 

 

日
程
第 

九 

議
案
第
二
五
号 

川
越
地
区
消
防
局
・
川
越
北
消
防
署
新
築
空
調
設
備
工
事
請
負

契
約
の
変
更
に
つ
い
て 

 

日
程
第
一
〇 

議
案
第
二
六
号 

川
越
地
区
消
防
局
・
川
越
北
消
防
署
新
築
給
排
水
そ
の
他
設
備

工
事
請
負
契
約
の
変
更
に
つ
い
て 

 

日
程
第
一
一 

議
案
第
二
七
号 

川
越
北
消
防
署
訓
練
塔
新
築
工
事
請
負
契
約
の
変
更
に
つ
い
て 

 

日
程
第
一
二 

議
案
第
二
八
号 

令
和
七
年
度
川
越
地
区
消
防
組
合
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
三

号
） 

 
 △

議
場
に
出
席
し
た
議
員
（
一
三
人
） 

 
 
 

第 

一
番 

菊
地 

敏
昭 

議
員 

 

第 

二
番 

爲
水 

順
二 

議
員 

 
 
 

第 

三
番 

矢
内 

秀
憲 

議
員 

 

第 

四
番 

桐
野 

 

忠 

議
員 

 
 
 

第 

五
番 

牛
窪 

喜
史 

議
員 

 

第 

六
番 

栗
原 

瑞
治 

議
員 

 
 
 

第 

七
番 

吉
敷
賢
一
郎 

議
員 

 

第 

八
番 

小
林 

 

薫 

議
員 

 
 
 

第 

九
番 

柿
田 

有
一 

議
員 

 

第
一
〇
番 

髙
橋 

 

剛 

議
員 

 
 
 

第
一
一
番 

片
野 

広
隆 

議
員 

 

第
一
二
番 

小
ノ
澤
哲
也 

議
員 

 
 
 

第
一
三
番 

吉
野 

郁
惠 

議
員 

 

△
欠
席
議
員
（
な
し
） 

 

△
地
方
自
治
法
第
百
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
議
場
に
出
席
し
た
理
事
者 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

管
理
者 

 

森 

田 

初 

恵 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

副
管
理
者 

 

藤 

間 
 
 

隆 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〃 
 
 
 
 

栗 

原 
 
 

薫 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

会
計
管
理
者 

 

嶋 

崎 

鉄 

也 



令
和
七
年
川
越
地
区
消
防
組
合
議
会
第
四
回
臨
時
会
会
議
録 

会
議
録 

 

六 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

消
防
局
長 

 

浅 

見 
 
 

篤 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

次 

長 
 

武 

笠 
 
 

浩 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〃 
 
 
 

大 

谷 

清 

秋 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

川
越
北
消
防
署
長 

 

竹 

内 
 
 

太 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

川
越
中
央
消
防
署
長 

 

小
久
保 

和 

徳 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

川
越
西
消
防
署
長 

 

長 

澤 

俊 

幸 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

川
島
消
防
署
長 

 

木 

村 
 
 

寛 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

総
務
課
長 

 

落 

合 

昭 

仁 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

予
防
課
長 

 

杉 

浦 

力 

也 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

警
防
課
長 

 

水 

村 

泰 

之 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

救
急
課
長 

 

本 

澤 
 
 

哲 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新
消
防
庁
舎
建
設
準
備
室
長 

 

山 

本 

雄 

一 

 

△
議
場
に
出
席
し
た
職
員 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

書
記
長 

 
黒 

澤 

博 

行 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

書 

記 
 

田 
中 

 
 

尚 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〃 
 
 
 

原 
田 

 
 

剛 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〃 
 
 
 

瀬 

沼 
 
 

健 

 

△
開 

 

会
（
午
後
二
時
二
分
） 

○
桐
野 

忠
議
長 

出
席
議
員
が
定
足
数
に
達
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
令
和
七
年
川
越
地
区
消
防
組

合
議
会
第
四
回
臨
時
会
の
議
会
は
成
立
し
て
お
り
ま
す
。 

 
 

こ
れ
よ
り
開
会
い
た
し
ま
す
。 

 
 △

日
程
第 

一 

会
期
決
定
に
つ
い
て 

○
桐
野 

忠
議
長 

直
ち
に
会
議
を
開
き
ま
す
。 

 
 

日
程
第
一
、
会
期
決
定
に
つ
い
て
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

 
 

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。
川
越
地
区
消
防
組
合
議
会
第
四
回
臨
時
会
の
会
期
を
本
日
一
日
間
と
す

る
こ
と
に
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
異
議
な
し
」
と
言
う
者
が
い
る
） 

○
桐
野 

忠
議
長 

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
本
組
合
議
会
第
四
回
臨
時
会
の
会
期
を

本
日
一
日
間
と
す
る
こ
と
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

 

△
日
程
第 

二 

議
案
提
出
書
の
公
表
に
つ
い
て 

○
桐
野 

忠
議
長 

日
程
第
二
、
議
案
提
出
書
の
公
表
に
つ
い
て
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

 
 

管
理
者
よ
り
議
案
提
出
書
が
送
付
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
書
記
に
朗
読
さ
せ
ま
す
。 

（
原
田 

剛
書
記 

朗
読
） 

 

川
消
総
発
第
五
六
七
号 

 
 
 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日 

 
 

川
越
地
区
消
防
組
合
議
会
議
長 

桐 

野 
 
 

忠 

様 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

川
越
地
区
消
防
組
合
管
理
者 

森 

田 

初 

恵 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

議
案
の
提
出
に
つ
い
て
（
通
知
） 

 
 

令
和
七
年
本
組
合
議
会
第
四
回
臨
時
会
に
、
次
の
議
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

記 

 

一 

川
越
地
区
消
防
組
合
消
防
本
部
及
び
消
防
署
の
設
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て 

 

二 

川
越
地
区
消
防
組
合
消
防
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
及
び
川
越
地
区
消
防
組
合
会
計
年
度

任
用
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
三 

川
越
地
区
消
防
局
・
川
越
北
消
防
署
新
築
工
事
請
負
契
約
の
変
更
に
つ
い
て 

 
四 
川
越
地
区
消
防
局
・
川
越
北
消
防
署
新
築
電
気
設
備
工
事
請
負
契
約
の
変
更
に
つ
い
て 

 

五 
川
越
地
区
消
防
局
・
川
越
北
消
防
署
新
築
空
調
設
備
工
事
請
負
契
約
の
変
更
に
つ
い
て 

 

六 

川
越
地
区
消
防
局
・
川
越
北
消
防
署
新
築
給
排
水
そ
の
他
設
備
工
事
請
負
契
約
の
変
更
に
つ



令
和
七
年
川
越
地
区
消
防
組
合
議
会
第
四
回
臨
時
会
会
議
録 

七  

 

 

い
て 

 

七 
川
越
北
消
防
署
訓
練
塔
新
築
工
事
請
負
契
約
の
変
更
に
つ
い
て 

 

八 

令
和
七
年
度
川
越
地
区
消
防
組
合
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
三
号
） 

○
桐
野 

忠
議
長 
以
上
で
公
表
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

△
日
程
第 

三 

地
方
自
治
法
第
百
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
出
席
者
の
報
告
に
つ
い
て 

○
桐
野 

忠
議
長 

日
程
第
三
、
地
方
自
治
法
第
百
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
出
席
者
の
報

告
に
つ
い
て
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

 
 

管
理
者
よ
り
通
知
の
あ
り
ま
し
た
出
席
者
に
つ
い
て
は
、
配
布
し
て
お
き
ま
し
た
の
で
御
了
承

願
い
ま
す
。 

  

川
消
議
会
発
第
六
三
号 

 
 
 

令
和
七
年
十
二
月
十
九
日 

 
 

川
越
地
区
消
防
組
合
管
理
者 

 

森 

田 

初 

恵 

様 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

川
越
地
区
消
防
組
合
議
会
議
長 

桐 

野 
 
 

忠 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出 
 

席 
 

要 
 

求 
 

書 

 
 

地
方
自
治
法
第
百
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
十
二
月
二
十
六
日
午
後
一
時
三
十
分
開

会
の
川
越
地
区
消
防
組
合
議
会
第
四
回
臨
時
会
に
議
会
の
審
議
に
必
要
な
説
明
の
た
め
、
管
理
者

並
び
に
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
の
出
席
を
要
求
し
ま
す
。 

  

川
消
総
収
第
五
五
一
号 

 
 
 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日 

 
 

川
越
地
区
消
防
組
合
議
会
議
長 

桐 

野 
 
 

忠 

様 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

川
越
地
区
消
防
組
合
管
理
者 

森 

田 

初 

恵 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出 
 

席 
 

通 
 

知 
 

書 

 
 

要
求
に
よ
り
、
令
和
七
年
本
組
合
議
会
第
四
回
臨
時
会
に
、
別
紙
の
者
が
出
席
し
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

管
理
者 

 

森 

田 

初 

恵 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

副
管
理
者 

 

藤 

間 
 
 

隆 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〃 
 
 
 
 

栗 

原 
 
 

薫 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

会
計
管
理
者 

 

嶋 

崎 

鉄 

也 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

消
防
局
長 

 

浅 

見 
 
 

篤 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

次 

長 
 

武 

笠 
 
 

浩 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〃 
 
 
 

大 

谷 

清 

秋 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

川
越
北
消
防
署
長 

 

竹 

内 
 
 

太 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

川
越
中
央
消
防
署
長 

 

小
久
保 

和 

徳 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

川
越
西
消
防
署
長 

 

長 

澤 

俊 

幸 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

川
島
消
防
署
長 

 

木 

村 
 
 

寛 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

総
務
課
長 

 

落 

合 

昭 

仁 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

予
防
課
長 

 

杉 

浦 

力 

也 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

警
防
課
長 

 

水 

村 

泰 

之 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

救
急
課
長 

 

本 

澤 
 
 

哲 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新
消
防
庁
舎
建
設
準
備
室
長 

 

山 

本 

雄 

一 

 

△
日
程
第 

四 

会
議
録
署
名
議
員
指
名
に
つ
い
て 

○
桐
野 

忠
議
長 

日
程
第
四
、
会
議
録
署
名
議
員
指
名
に
つ
い
て
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

 
 

会
議
規
則
第
二
条
た
だ
し
書
き
及
び
会
議
規
則
第
一
条
に
よ
り
、
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ

た
川
越
市
議
会
会
議
規
則
第
八
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、 

 
 
 

栗 

原 

瑞 

治 

議
員 

 
 
 

吉 

敷 

賢
一
郎 

議
員 

 

を
指
名
い
た
し
ま
す
。 

 

△
日
程
第 

五 
議
案
第
二
一
号 

川
越
地
区
消
防
組
合
消
防
本
部
及
び
消
防
署
の
設
置
に
関
す
る



令
和
七
年
川
越
地
区
消
防
組
合
議
会
第
四
回
臨
時
会
会
議
録 

会
議
録 

 

八 
 

 

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て 

○
桐
野 
忠
議
長 

日
程
第
五
、
議
案
第
二
十
一
号
、
川
越
地
区
消
防
組
合
消
防
本
部
及
び
消
防
署

の
設
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て
を
議
題
と
い
た
し
ま

す
。 

  

議
案
第
二
一
号 

 
 
 
 

川
越
地
区
消
防
組
合
消
防
本
部
及
び
消
防
署
の
設
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正 

す
る
条
例
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

川
越
地
区
消
防
組
合
消
防
本
部
及
び
消
防
署
の
設
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

を
次
の
と
お
り
定
め
る
。 

 
 
 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日
提
出 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

川
越
地
区
消
防
組
合
管
理
者 

森 

田 

初 

恵 

 

△
提
案
理
由
の
説
明
（
消
防
局
長
） 

○
桐
野 

忠
議
長 

提
案
理
由
の
説
明
を
願
い
ま
す
。 

 
 

（
浅
見 

篤
消
防
局
長
登
壇
） 

○
浅
見 

篤
消
防
局
長 

た
だ
い
ま
上
程
に
な
り
ま
し
た
議
案
第
二
十
一
号
、
川
越
地
区
消
防
組
合

消
防
本
部
及
び
消
防
署
の
設
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
定
め
る
こ
と
に
つ
き

ま
し
て
提
案
理
由
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

初
め
に
、
改
正
の
趣
旨
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
川
越
地
区
消
防
局
及
び
川
越
北
消
防
署
の
移
転
等

に
伴
い
、
川
越
地
区
消
防
局
及
び
川
越
北
消
防
署
の
位
置
等
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
ご
ざ

い
ま
す
。 

 
 

改
正
の
内
容
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
川
越
地
区
消
防
局
及
び
川
越
北
消
防
署
の
位
置
並
び
に
川
越

北
消
防
署
及
び
川
島
消
防
署
の
管
轄
区
域
に
係
る
規
定
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま

す
。 

 
 

な
お
、
本
条
例
の
施
行
期
日
を
川
越
地
区
消
防
局
及
び
川
越
北
消
防
署
の
位
置
に
係
る
規
定
は

令
和
八
年
五
月
七
日
に
、
川
越
北
消
防
署
及
び
川
島
消
防
署
の
管
轄
区
域
に
係
る
規
定
は
令
和
八

年
四
月
一
日
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

以
上
で
提
案
理
由
の
説
明
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
御
審
議
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。 

○
桐
野 

忠
議
長 

提
案
理
由
の
説
明
は
終
わ
り
ま
し
た
。 

 

△
質
疑
・
討
論
・
採
決 

○
桐
野 

忠
議
長 

こ
れ
よ
り
質
疑
に
入
り
ま
す
。
質
疑
の
通
告
は
あ
り
ま
せ
ん
。
質
疑
は
あ
り
ま

せ
ん
か
。
ー
こ
れ
を
も
っ
て
質
疑
を
終
結
い
た
し
ま
す
。 

 
 

討
論
に
入
り
ま
す
。
討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
。
よ
っ
て
、
こ
れ
よ
り
本
件
の
採
決
を
行
い
ま
す
。

本
件
を
原
案
ど
お
り
可
決
す
る
こ
と
に
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
異
議
な
し
」
と
言
う
者
が
い
る
） 

○
桐
野 

忠
議
長 

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
本
件
は
原
案
ど
お
り
可
決
す
る
こ
と
に

決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

 

△
日
程
第 

六 

議
案
第
二
二
号 

川
越
地
区
消
防
組
合
消
防
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
及
び
川

越
地
区
消
防
組
合
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て 

○
桐
野 

忠
議
長 

日
程
第
六
、
議
案
第
二
十
二
号
、
川
越
地
区
消
防
組
合
消
防
職
員
の
給
与
に
関

す
る
条
例
及
び
川
越
地
区
消
防
組
合
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

  
議
案
第
二
二
号 

 
 
 
 

川
越
地
区
消
防
組
合
消
防
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
及
び
川
越
地
区
消
防
組
合
会 

計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
定
め
る
こ 

と
に
つ
い
て 



令
和
七
年
川
越
地
区
消
防
組
合
議
会
第
四
回
臨
時
会
会
議
録 

九  

 

 

 
 

川
越
地
区
消
防
組
合
消
防
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
及
び
川
越
地
区
消
防
組
合
会
計
年
度
任

用
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。 

 
 
 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日
提
出 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

川
越
地
区
消
防
組
合
管
理
者 

森 

田 

初 

恵 

 

△
提
案
理
由
の
説
明
（
消
防
局
長
） 

○
桐
野 

忠
議
長 

提
案
理
由
の
説
明
を
願
い
ま
す
。 

 
 

（
浅
見 

篤
消
防
局
長
登
壇
） 

○
浅
見 

篤
消
防
局
長 

た
だ
い
ま
上
程
に
な
り
ま
し
た
議
案
第
二
十
二
号
、
川
越
地
区
消
防
組
合

消
防
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
及
び
川
越
地
区
消
防
組
合
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
等
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
定
め
る
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
提
案
理
由
を
御
説
明
申
し
上

げ
ま
す
。 

 
 

初
め
に
、
改
正
の
趣
旨
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
職
員
の
給
与
を
改
定
す
る
た
め
、
川
越
地
区
消
防

組
合
消
防
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
及
び
川
越
地
区
消
防
組
合
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
等

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

次
に
、
改
正
の
内
容
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
会
計
年
度
任
用
職
員
を
含
む
一
般
職
の
職
員
の
給
料

月
額
の
引
上
げ
等
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

な
お
、
本
条
例
の
施
行
期
日
を
公
布
の
日
と
し
、
給
料
月
額
の
引
上
げ
を
令
和
七
年
四
月
一
日

か
ら
適
用
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

以
上
で
提
案
理
由
の
説
明
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
御
審
議
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。 

○
桐
野 

忠
議
長 

提
案
理
由
の
説
明
は
終
わ
り
ま
し
た
。 

 

△
質
疑
・
討
論
・
採
決 

○
桐
野 

忠
議
長 

こ
れ
よ
り
質
疑
に
入
り
ま
す
。
質
疑
の
通
告
は
あ
り
ま
せ
ん
。
質
疑
は
あ
り
ま

せ
ん
か
。
ー
こ
れ
を
も
っ
て
質
疑
を
終
結
い
た
し
ま
す
。 

 
 

討
論
に
入
り
ま
す
。
討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
。
よ
っ
て
、
こ
れ
よ
り
本
件
の
採
決
を
行
い
ま
す
。

本
件
を
原
案
ど
お
り
可
決
す
る
こ
と
に
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
異
議
な
し
」
と
言
う
者
が
い
る
） 

○
桐
野 

忠
議
長 

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
本
件
は
原
案
ど
お
り
可
決
す
る
こ
と
に

決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

 

△
日
程
第 

七 

議
案
第
二
三
号 

川
越
地
区
消
防
局
・
川
越
北
消
防
署
新
築
工
事
請
負
契
約
の
変

更
に
つ
い
て 

○
桐
野 

忠
議
長 

日
程
第
七
、
議
案
第
二
十
三
号
、
川
越
地
区
消
防
局
・
川
越
北
消
防
署
新
築
工

事
請
負
契
約
の
変
更
に
つ
い
て
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

  

議
案
第
二
三
号 

 
 
 
 

川
越
地
区
消
防
局
・
川
越
北
消
防
署
新
築
工
事
請
負
契
約
の
変
更
に
つ
い
て 

 
 

川
越
地
区
消
防
局
・
川
越
北
消
防
署
新
築
工
事
請
負
契
約
（
令
和
七
年
十
月
一
日
議
決
第
十
六

号
）
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。 

 
 
 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日
提
出 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

川
越
地
区
消
防
組
合
管
理
者 

森 

田 

初 

恵 

 

△
提
案
理
由
の
説
明
（
消
防
局
長
） 

○
桐
野 

忠
議
長 

提
案
理
由
の
説
明
を
願
い
ま
す
。 

 
 

（
浅
見 

篤
消
防
局
長
登
壇
） 

○
浅
見 

篤
消
防
局
長 

た
だ
い
ま
上
程
に
な
り
ま
し
た
議
案
第
二
十
三
号
、
川
越
地
区
消
防
局
・

川
越
北
消
防
署
新
築
工
事
請
負
契
約
の
変
更
に
つ
い
て
提
案
理
由
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

変
更
の
内
容
に
つ
き
ま
し
て
は
、
地
中
埋
設
ト
レ
ン
チ
に
つ
い
て
維
持
管
理
上
で
点
検
作
業
等

に
支
障
が
あ
る
た
め
、
ト
レ
ン
チ
の
仕
様
変
更
及
び
先
行
し
て
行
わ
な
い
と
本
工
事
及
び
関
連
工

事
に
支
障
が
出
る
た
め
、
給
排
水
設
備
配
管
埋
設
工
事
を
追
加
す
る
こ
と
に
伴
い
、
契
約
金
額
を



令
和
七
年
川
越
地
区
消
防
組
合
議
会
第
四
回
臨
時
会
会
議
録 

会
議
録 

 

一
〇 

 

 

四
千
九
百
七
十
四
万
二
千
円
増
額
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

以
上
で
提
案
理
由
の
説
明
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
御
審
議
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。 

○
桐
野 

忠
議
長 

提
案
理
由
の
説
明
は
終
わ
り
ま
し
た
。 

 

△
質
疑
・
討
論
・
採
決 

○
桐
野 

忠
議
長 

こ
れ
よ
り
質
疑
に
入
り
ま
す
。
質
疑
の
通
告
が
あ
り
ま
す
の
で
、
発
言
を
許
し

ま
す
。
吉
野
郁
惠
議
員
。 

 
 

（
吉
野
郁
惠
議
員
登
壇
） 

○
吉
野
郁
惠
議
員 

議
長
よ
り
お
許
し
を
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
、
議
案
第
二
十
三
号
、
川
越
地
区

消
防
局
・
川
越
北
消
防
署
新
築
工
事
請
負
契
約
の
変
更
に
つ
い
て
質
疑
い
た
し
ま
す
。 

 
 

こ
の
議
案
の
提
案
理
由
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
契
約
の
金
額
の
変
更
を
す
る
必
要
が
生
じ
た
た

め
と
し
、
二
十
九
億
六
千
四
百
九
十
七
万
四
千
七
百
二
十
三
円
の
契
約
金
額
か
ら
四
千
九
百
七
十

四
万
二
千
円
を
増
額
し
た
三
十
億
一
千
四
百
七
十
一
万
四
千
七
百
十
六
円
と
す
る
必
要
が
あ
る
と

し
て
い
ま
す
。 

 
 

一
回
目
の
一
点
目
と
い
た
し
ま
し
て
、
川
越
地
区
消
防
局
・
川
越
北
消
防
署
新
築
工
事
請
負
契

約
の
増
額
の
主
な
内
訳
に
つ
い
て
お
伺
い
い
た
し
ま
す
。 

 
 

去
る
十
一
月
十
八
日
に
、
石
川
県
七
尾
市
に
あ
る
七
尾
鹿
島
消
防
本
部
七
尾
消
防
署
を
行
政
視

察
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
消
防
署
庁
舎
等
、
海
岸
を
埋
め
立
て
た
土
地
に
建
て
ら
れ
、
庁
舎

は
災
害
時
の
拠
点
と
し
て
の
機
能
を
重
視
し
た
免
震
構
造
で
造
ら
れ
て
い
ま
し
た
の
で
、
昨
年
の

能
登
半
島
地
震
の
被
害
は
な
い
と
の
こ
と
で
し
た
が
、
建
物
入
り
口
付
近
で
は
地
面
と
の
段
差
が

で
き
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
訓
練
塔
付
近
で
は
、
液
状
化
現
象
で
し
ょ
う
か
、
地
面
が
あ
ち
こ
ち

で
隆
起
し
、
訓
練
塔
の
使
用
は
難
し
い
と
の
こ
と
で
し
た
。 

 
 

そ
こ
で
、
二
点
目
と
い
た
し
ま
し
て
、
災
害
時
の
拠
点
と
も
な
る
本
議
案
の
建
物
は
水
田
地
帯

で
建
設
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
後
、
地
盤
沈
下
等
、
懸
念
さ
れ
ま
す
が
、
今
回
の
新
庁
舎
建
築
工
事

に
お
い
て
基
礎
地
盤
対
策
を
ど
の
よ
う
に
行
っ
た
の
か
、
改
め
て
お
伺
い
い
た
し
ま
す
。 

 
 

次
に
、
三
点
目
と
い
た
し
ま
し
て
、
議
案
二
十
三
号
参
考
資
料
の
工
事
概
要
を
確
認
い
た
し
ま

す
と
、
建
物
は
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
四
階
建
て
と
あ
り
ま
す
が
、
大
き
な
建
物
が
水
田
地
帯
に

建
設
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
基
礎
杭
に
つ
い
て
ど
の
ぐ
ら
い
の
規
模
の
も
の
を
施
工
し
た

の
か
お
伺
い
い
た
し
ま
す
。 

 
 

以
上
、
一
回
目
と
い
た
し
ま
す
。 

 
 

（
山
本
雄
一
新
消
防
庁
舎
建
設
準
備
室
長
登
壇
） 

○
山
本
雄
一
新
消
防
庁
舎
建
設
準
備
室
長 

御
答
弁
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

ま
ず
、
川
越
地
区
消
防
局
・
川
越
北
消
防
署
新
築
工
事
請
負
契
約
の
増
額
の
主
な
内
訳
で
ご
ざ

い
ま
す
。
給
水
取
出
し
工
事
及
び
雨
水
排
水
管
工
事
を
追
加
い
た
し
ま
し
た
こ
と
に
よ
り
約
二
千

八
百
万
円
の
増
額
、
並
び
に
泡
消
火
設
備
等
の
ト
レ
ン
チ
の
仕
様
変
更
に
よ
り
約
一
千
八
百
五
十

万
円
を
増
額
し
た
こ
と
が
主
な
内
訳
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

次
に
、
基
礎
地
盤
対
策
に
つ
い
て
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
深
さ
一
メ
ー
ト
ル
を
セ
メ
ン
ト
固
化
材

に
よ
る
路
床
安
定
処
理
を
行
い
ま
し
た
。
次
に
、
路
床
安
定
処
理
後
に
厚
さ
五
十
セ
ン
チ
の
砂
の

層
で
あ
る
サ
ン
ド
マ
ッ
ト
を
施
工
い
た
し
ま
し
た
。
続
い
て
、
軟
弱
地
盤
の
圧
密
促
進
対
策
と
し

て
帯
状
の
バ
ー
チ
カ
ル
ド
レ
ー
ン
を
深
さ
約
十
四
メ
ー
ト
ル
ま
で
、
総
本
数
四
千
三
百
三
十
七
本

施
工
い
た
し
ま
し
た
。
そ
の
上
に
盛
土
、
約
二
・
五
メ
ー
ト
ル
を
施
工
い
た
し
ま
し
て
、
盛
り
土

に
よ
る
圧
密
沈
下
と
バ
ー
チ
カ
ル
ド
レ
ー
ン
に
よ
る
軟
弱
地
盤
が
含
有
す
る
水
分
の
排
出
を
行
い
、

当
初
計
画
で
八
か
月
間
で
想
定
沈
下
量
三
十
セ
ン
チ
を
予
定
ど
お
り
確
認
す
る
な
ど
基
礎
地
盤
対

策
を
実
施
し
て
お
り
ま
す
。 

 
 

次
に
、
新
庁
舎
の
基
礎
杭
に
つ
い
て
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
最
初
に
、
庁
舎
棟
の
支
持
層
に
つ
き

ま
し
て
は
、
施
工
起
面
か
ら
深
さ
約
三
十
二
メ
ー
ト
ル
の
第
二
支
持
層
で
ご
ざ
い
ま
す
。
使
用
す

る
基
礎
杭
は
三
本
構
成
で
、
下
杭
は
髙
支
持
力
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の
節
杭
で
、
長
さ
は
十
メ
ー

ト
ル
、
中
杭
が
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の
ス
ト
レ
ー
ト
杭
で
長
さ
は
十
メ
ー
ト
ル
、
上
杭
は
横
曲
げ
に

強
い
耐
力
を
持
つ
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の
ス
ト
レ
ー
ト
杭
に
鉄
板
を
巻
い
た
鋼
管
杭
、
長
さ
は
七
メ

ー
ト
ル
で
、
三
本
合
計
い
た
し
ま
す
と
、
杭
長
は
二
十
七
メ
ー
ト
ル
の
仕
様
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ

れ
ら
を
庁
舎
棟
の
免
震
層
約
五
メ
ー
ト
ル
の
下
に
施
工
い
た
し
ま
し
て
、
庁
舎
棟
の
杭
打
設
箇
所
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は
五
十
三
か
所
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

次
に
、
緊
急
車
両
車
庫
棟
の
支
持
層
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
施
工
基
面
か
ら
深
さ
約
十
四
メ
ー
ト

ル
の
第
二
支
持
層
で
ご
ざ
い
ま
す
。
使
用
す
る
基
礎
杭
は
二
本
構
成
で
、
下
杭
が
庁
舎
棟
と
同
様

に
高
支
持
力
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の
節
杭
で
九
メ
ー
ト
ル
、
上
杭
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の
ス
ト
レ

ー
ト
杭
で
長
さ
は
五
メ
ー
ト
ル
、
合
計
十
四
メ
ー
ト
ル
の
二
本
構
成
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
た
、
緊

急
車
両
車
庫
の
杭
打
設
箇
所
は
二
十
四
か
所
に
な
り
ま
す
。 

 
 

以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

（
吉
野
郁
惠
議
員
登
壇
） 

○
吉
野
郁
惠
議
員 

そ
れ
ぞ
れ
御
答
弁
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 
 

先
ほ
ど
の
一
回
目
の
質
疑
の
中
で
数
字
が
間
違
っ
て
い
ま
し
た
の
で
、
訂
正
の
ほ
う
お
願
い
し

た
い
と
思
い
ま
す
。
三
十
億
一
千
四
百
七
十
一
万
六
千
七
百
二
十
三
円
と
す
る
必
要
が
あ
る
と
い

う
と
こ
ろ
を
三
十
億
一
千
四
百
七
十
一
万
四
千
七
百
十
六
円
と
間
違
っ
て
お
伝
え
し
て
し
ま
い
ま

し
た
。
訂
正
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 
 

今
回
、
給
水
取
出
し
工
事
及
び
雨
水
排
水
管
工
事
が
追
加
に
な
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
泡
消
火
設

備
等
の
ト
レ
ン
チ
の
仕
様
変
更
が
必
要
に
な
っ
て
増
額
に
な
っ
た
と
御
答
弁
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 
 

二
回
目
の
一
点
目
と
い
た
し
ま
し
て
、
工
事
の
追
加
や
仕
様
変
更
が
必
要
に
な
っ
た
そ
れ
ぞ
れ

の
理
由
に
つ
い
て
確
認
も
含
め
お
伺
い
い
た
し
ま
す
。 

 
 

最
後
に
、
川
越
地
区
消
防
局
・
川
越
北
消
防
署
新
築
工
事
請
負
契
約
は
、
今
回
の
増
額
に
よ
っ

て
当
初
契
約
金
額
か
ら
ど
の
よ
う
に
経
過
し
、
こ
れ
以
上
の
増
加
は
な
い
の
か
、
ま
た
、
庁
舎
棟

の
完
成
に
遅
れ
は
な
い
の
か
、
併
せ
て
お
伺
い
い
た
し
ま
し
て
、
私
の
質
疑
と
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。 

 
 

（
山
本
雄
一
新
消
防
庁
舎
建
設
準
備
室
長
登
壇
） 

○
山
本
雄
一
新
消
防
庁
舎
建
設
準
備
室
長 

御
答
弁
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

ま
ず
、
給
水
取
出
し
工
事
及
び
雨
水
排
水
管
工
事
の
追
加
並
び
に
泡
消
火
設
備
等
の
ト
レ
ン
チ

の
仕
様
変
更
が
必
要
に
な
っ
た
理
由
に
つ
い
て
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

最
初
に
、
給
排
水
設
備
工
事
で
予
定
し
て
お
り
ま
し
た
給
水
取
出
し
工
事
、
外
構
工
事
と
し
て

予
定
し
て
お
り
ま
し
た
雨
水
排
水
管
工
事
に
つ
き
ま
し
て
は
、
前
回
の
定
例
会
で
川
越
地
区
消
防

局
・
川
越
北
消
防
署
新
築
工
事
請
負
契
約
の
変
更
で
御
説
明
し
て
お
り
ま
す
と
お
り
、
当
初
か
ら

敷
地
の
盛
土
量
が
不
足
し
、
造
成
レ
ベ
ル
が
低
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
埋
設
工
事
を
行
う

と
配
管
等
が
露
出
し
て
し
ま
う
こ
と
が
本
年
度
当
初
に
発
注
計
画
を
進
め
る
上
で
確
認
さ
れ
ま
し

た
。
本
課
題
に
つ
い
て
関
係
部
署
等
で
検
討
を
進
め
た
結
果
、
庁
舎
棟
新
築
工
事
と
一
体
施
工
と

し
、
造
成
工
事
に
合
わ
せ
て
工
事
を
行
う
こ
と
で
課
題
を
解
消
で
き
る
こ
と
が
確
認
で
き
ま
し
た

の
で
、
庁
舎
棟
工
事
に
付
け
替
え
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

次
に
、
緊
急
車
両
車
庫
に
係
る
泡
消
火
設
備
等
の
ト
レ
ン
チ
の
仕
様
変
更
が
必
要
に
な
っ
た
理

由
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
庁
舎
東
側
の
保
管
庫
に
泡
消
火
薬
剤
、
水
源
と
ポ
ン
プ
設
備
を
設
置
し
、

そ
の
間
を
ト
レ
ン
チ
、
い
わ
ゆ
る
Ｕ
字
側
溝
で
結
び
、
そ
の
中
に
配
管
を
施
工
す
る
計
画
で
お
り

ま
し
た
。
ト
レ
ン
チ
に
つ
き
ま
し
て
は
、
配
管
を
施
工
す
る
都
合
、
ま
た
保
守
等
の
作
業
ス
ペ
ー

ス
も
必
要
に
な
る
こ
と
か
ら
、
大
型
の
ト
レ
ン
チ
を
現
場
施
工
す
る
計
画
で
進
め
て
お
り
ま
し
た
。

計
画
を
進
め
る
中
で
、
同
箇
所
は
大
型
車
両
等
の
出
場
動
線
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
重
量
に
対
応
で

き
る
品
質
の
確
保
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
た
と
こ
ろ
、
ト
レ
ン
チ
の
蓋
な
ど
の
強
度
確
保
は
で
き

な
い
懸
念
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
課
題
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
た
と
こ
ろ
、
ト

レ
ン
チ
を
工
場
製
作
の
受
注
製
品
を
使
用
す
る
と
い
う
こ
と
で
将
来
に
わ
た
り
緊
急
車
両
の
安
全

な
出
動
に
対
応
で
き
る
も
の
と
分
か
り
ま
し
た
の
で
、
施
工
方
法
を
変
更
し
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま

す
。 

 
 

次
に
、
新
庁
舎
建
設
工
事
費
に
係
る
当
初
の
契
約
額
か
ら
の
増
額
の
経
過
と
今
後
の
見
込
み
に

つ
い
て
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
当
初
契
約
額
は
二
十
八
億
八
千
百
十
六
万
四
千
円
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、

前
回
、
令
和
七
年
第
三
回
定
例
会
で
議
決
い
た
だ
き
ま
し
た
建
設
資
材
価
格
及
び
労
務
単
価
に
著

し
い
変
動
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
る
建
設
工
事
標
準
請
負
契
約
約
款
第
二
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
四

項
に
該
当
す
る
、
い
わ
ゆ
る
ス
ラ
イ
ド
条
項
の
適
用
並
び
に
盛
土
工
事
の
追
加
に
よ
り
八
千
三
百

八
十
一
万
七
百
二
十
三
円
増
額
い
た
し
ま
し
て
二
十
九
億
六
千
四
百
九
十
七
万
四
千
七
百
二
十
三

円
に
変
更
と
な
り
ま
し
た
。
次
に
、
今
回
四
千
九
百
七
十
四
万
二
千
円
の
増
額
を
合
わ
せ
ま
し
て
、

最
終
的
に
三
十
億
一
千
四
百
七
十
一
万
六
千
七
百
二
十
三
円
と
な
り
、
当
初
契
約
か
ら
一
億
三
千
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一
二 

 

 

三
百
五
十
五
万
二
千
七
百
二
十
三
円
の
増
額
と
な
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
な
お
、
庁
舎
棟
工
事

に
つ
き
ま
し
て
は
、
継
続
費
の
予
算
の
範
囲
内
で
推
移
し
て
お
り
ま
す
。 

 
 

次
に
、
庁
舎
棟
の
完
成
に
遅
れ
は
な
い
の
か
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
庁
舎
棟
の
工
事
は
予
定
ど
お

り
進
ん
で
お
り
ま
す
。
今
後
の
予
定
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
一
月
か
ら
各
種
検
査
等
を
行
い
ま
し
て

引
渡
し
は
令
和
八
年
一
月
三
十
日
の
予
定
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

○
桐
野 

忠
議
長 

以
上
で
通
告
に
よ
る
質
疑
は
終
わ
り
ま
し
た
。
ほ
か
に
御
質
疑
あ
り
ま
せ
ん
か
。

ー
こ
れ
を
も
っ
て
質
疑
を
終
結
い
た
し
ま
す
。 

 
 

討
論
に
入
り
ま
す
。
討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
。
よ
っ
て
、
こ
れ
よ
り
本
件
の
採
決
を
行
い
ま
す
。

本
件
を
原
案
ど
お
り
可
決
す
る
こ
と
に
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
異
議
な
し
」
と
言
う
者
が
い
る
） 

○
桐
野 

忠
議
長 

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
本
件
は
原
案
ど
お
り
可
決
す
る
こ
と
に

決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

 

△
日
程
第 

八 

議
案
第
二
四
号 

川
越
地
区
消
防
局
・
川
越
北
消
防
署
新
築
電
気
設
備
工
事
請
負

契
約
の
変
更
に
つ
い
て 

○
桐
野 

忠
議
長 

日
程
第
八
、
議
案
第
二
十
四
号
、
川
越
地
区
消
防
局
・
川
越
北
消
防
署
新
築
電

気
設
備
工
事
請
負
契
約
の
変
更
に
つ
い
て
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

  

議
案
第
二
四
号 

 
 
 
 

川
越
地
区
消
防
局
・
川
越
北
消
防
署
新
築
電
気
設
備
工
事
請
負
契
約
の
変
更
に
つ
い 

 
 
 
 

て 

 
 

川
越
地
区
消
防
局
・
川
越
北
消
防
署
新
築
電
気
設
備
工
事
請
負
契
約
（
令
和
七
年
十
月
一
日
議

決
第
十
七
号
）
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。 

 
 
 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日
提
出 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

川
越
地
区
消
防
組
合
管
理
者 

森 

田 

初 

恵 

 

△
提
案
理
由
の
説
明
（
消
防
局
長
） 

○
桐
野 

忠
議
長 

提
案
理
由
の
説
明
を
願
い
ま
す
。 

 
 

（
浅
見 

篤
消
防
局
長
登
壇
） 

○
浅
見 

篤
消
防
局
長 

た
だ
い
ま
上
程
に
な
り
ま
し
た
議
案
第
二
十
四
号
、
川
越
地
区
消
防
局
・

川
越
北
消
防
署
新
築
電
気
設
備
工
事
請
負
契
約
の
変
更
に
つ
い
て
提
案
理
由
を
御
説
明
申
し
上
げ

ま
す
。 

 
 

変
更
の
内
容
に
つ
き
ま
し
て
は
、
建
設
資
材
価
格
及
び
労
務
単
価
に
著
し
い
変
動
が
生
じ
た
た

め
、
川
越
地
区
消
防
組
合
建
設
工
事
標
準
請
負
契
約
約
款
第
二
十
六
条
第
五
項
の
適
用
に
伴
い
契

約
金
額
を
四
千
九
百
三
万
六
千
百
八
十
一
円
増
額
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

以
上
で
提
案
理
由
の
説
明
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
御
審
議
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。 

○
桐
野 

忠
議
長 

提
案
理
由
の
説
明
は
終
わ
り
ま
し
た
。 

 

△
質
疑
・
討
論
・
採
決 

○
桐
野 

忠
議
長 

こ
れ
よ
り
質
疑
に
入
り
ま
す
。
質
疑
の
通
告
は
あ
り
ま
せ
ん
。
質
疑
は
あ
り
ま

せ
ん
か
。
ー
こ
れ
を
も
っ
て
質
疑
を
終
結
い
た
し
ま
す
。 

 
 

討
論
に
入
り
ま
す
。
討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
。
よ
っ
て
、
こ
れ
よ
り
本
件
の
採
決
を
行
い
ま
す
。

本
件
を
原
案
ど
お
り
可
決
す
る
こ
と
に
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
異
議
な
し
」
と
言
う
者
が
い
る
） 

○
桐
野 

忠
議
長 

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
本
件
は
原
案
ど
お
り
可
決
す
る
こ
と
に

決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

 
△
日
程
第 

九 

議
案
第
二
五
号 

川
越
地
区
消
防
局
・
川
越
北
消
防
署
新
築
空
調
設
備
工
事
請
負

契
約
の
変
更
に
つ
い
て 

○
桐
野 

忠
議
長 

日
程
第
九
、
議
案
第
二
十
五
号
、
川
越
地
区
消
防
局
・
川
越
北
消
防
署
新
築
空



令
和
七
年
川
越
地
区
消
防
組
合
議
会
第
四
回
臨
時
会
会
議
録 

一
三  

 

 

調
設
備
工
事
請
負
契
約
の
変
更
に
つ
い
て
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

  

議
案
第
二
五
号 

 
 
 
 

川
越
地
区
消
防
局
・
川
越
北
消
防
署
新
築
空
調
設
備
工
事
請
負
契
約
の
変
更
に
つ
い 

 
 
 
 

て 

 
 

川
越
地
区
消
防
局
・
川
越
北
消
防
署
新
築
空
調
設
備
工
事
請
負
契
約
（
令
和
七
年
十
月
一
日
議

決
第
十
八
号
）
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。 

 
 
 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日
提
出 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

川
越
地
区
消
防
組
合
管
理
者 

森 

田 

初 

恵 

 

△
提
案
理
由
の
説
明
（
消
防
局
長
） 

○
桐
野 

忠
議
長 

提
案
理
由
の
説
明
を
願
い
ま
す
。 

 
 

（
浅
見 

篤
消
防
局
長
登
壇
） 

○
浅
見 

篤
消
防
局
長 

た
だ
い
ま
上
程
に
な
り
ま
し
た
議
案
第
二
十
五
号
、
川
越
地
区
消
防
局
・

川
越
北
消
防
署
新
築
空
調
設
備
工
事
請
負
契
約
の
変
更
に
つ
い
て
提
案
理
由
を
御
説
明
申
し
上
げ

ま
す
。 

 
 

変
更
の
内
容
に
つ
き
ま
し
て
は
、
建
設
資
材
価
格
及
び
労
務
単
価
に
著
し
い
変
動
が
生
じ
た
た

め
、
川
越
地
区
消
防
組
合
建
設
工
事
標
準
請
負
契
約
約
款
第
二
十
六
条
第
五
項
の
適
用
及
び
フ
ロ

ン
類
の
使
用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
使
用
冷
媒
の
変
更
が
義
務
化

さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
設
置
す
る
空
調
機
器
の
仕
様
を
変
更
し
た
こ
と
に
伴
い
、
契
約
金
額
を
八
千

九
百
八
十
七
万
二
千
二
百
三
十
円
増
額
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

以
上
で
提
案
理
由
の
説
明
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
御
審
議
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。 

○
桐
野 

忠
議
長 

提
案
理
由
の
説
明
は
終
わ
り
ま
し
た
。 

 

△
質
疑
・
討
論
・
採
決 

○
桐
野 

忠
議
長 

こ
れ
よ
り
質
疑
に
入
り
ま
す
。
質
疑
の
通
告
は
あ
り
ま
せ
ん
。
質
疑
は
あ
り
ま

せ
ん
か
。
ー
こ
れ
を
も
っ
て
質
疑
を
終
結
い
た
し
ま
す
。 

 
 

討
論
に
入
り
ま
す
。
討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
。
よ
っ
て
、
こ
れ
よ
り
本
件
の
採
決
を
行
い
ま
す
。

本
件
を
原
案
ど
お
り
可
決
す
る
こ
と
に
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
異
議
な
し
」
と
言
う
者
が
い
る
） 

○
桐
野 

忠
議
長 

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
本
件
は
原
案
ど
お
り
可
決
す
る
こ
と
に

決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

 

△
日
程
第
一
〇 

議
案
第
二
六
号 

川
越
地
区
消
防
局
・
川
越
北
消
防
署
新
築
給
排
水
そ
の
他
設
備

工
事
請
負
契
約
の
変
更
に
つ
い
て 

○
桐
野 

忠
議
長 

日
程
第
十
、
議
案
第
二
十
六
号
、
川
越
地
区
消
防
局
・
川
越
北
消
防
署
新
築
給

排
水
そ
の
他
設
備
工
事
請
負
契
約
の
変
更
に
つ
い
て
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

  

議
案
第
二
六
号 

 
 
 
 

川
越
地
区
消
防
局
・
川
越
北
消
防
署
新
築
給
排
水
そ
の
他
設
備
工
事
請
負
契
約
の
変 

更
に
つ
い
て 

 
 

川
越
地
区
消
防
局
・
川
越
北
消
防
署
新
築
給
排
水
そ
の
他
設
備
工
事
請
負
契
約
（
令
和
七
年
十

月
一
日
議
決
第
十
九
号
）
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。 

 
 
 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日
提
出 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

川
越
地
区
消
防
組
合
管
理
者 

森 

田 

初 

恵 

 

△
提
案
理
由
の
説
明
（
消
防
局
長
） 

○
桐
野 

忠
議
長 

提
案
理
由
の
説
明
を
願
い
ま
す
。 

 
 

（
浅
見 

篤
消
防
局
長
登
壇
） 

○
浅
見 
篤
消
防
局
長 

た
だ
い
ま
上
程
に
な
り
ま
し
た
議
案
第
二
十
六
号
、
川
越
地
区
消
防
局
・

川
越
北
消
防
署
新
築
給
排
水
そ
の
他
設
備
工
事
請
負
契
約
の
変
更
に
つ
い
て
提
案
理
由
を
御
説
明



令
和
七
年
川
越
地
区
消
防
組
合
議
会
第
四
回
臨
時
会
会
議
録 

会
議
録 

 

一
四 

 

 

申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

変
更
の
内
容
に
つ
き
ま
し
て
は
、
建
設
資
材
価
格
及
び
労
務
単
価
に
著
し
い
変
動
が
生
じ
た
た

め
、
川
越
地
区
消
防
組
合
建
設
工
事
標
準
請
負
契
約
約
款
第
二
十
六
条
第
五
項
の
適
用
及
び
川
越

市
上
下
水
道
局
と
の
協
議
に
よ
り
給
水
取
出
し
口
を
追
加
し
た
こ
と
に
伴
い
、
契
約
金
額
を
一
千

五
百
九
十
万
三
千
八
百
円
増
額
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

以
上
で
提
案
理
由
の
説
明
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
御
審
議
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。 

○
桐
野 

忠
議
長 

提
案
理
由
の
説
明
は
終
わ
り
ま
し
た
。 

 

△
質
疑
・
討
論
・
採
決 

○
桐
野 

忠
議
長 

こ
れ
よ
り
質
疑
に
入
り
ま
す
。
質
疑
の
通
告
は
あ
り
ま
せ
ん
。
質
疑
は
あ
り
ま

せ
ん
か
。
ー
こ
れ
を
も
っ
て
質
疑
を
終
結
い
た
し
ま
す
。 

 
 

討
論
に
入
り
ま
す
。
討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
。
よ
っ
て
、
こ
れ
よ
り
本
件
の
採
決
を
行
い
ま
す
。

本
件
を
原
案
ど
お
り
可
決
す
る
こ
と
に
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
異
議
な
し
」
と
言
う
者
が
い
る
） 

○
桐
野 

忠
議
長 

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
本
件
は
原
案
ど
お
り
可
決
す
る
こ
と
に

決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

 

△
日
程
第
一
一 

議
案
第
二
七
号 

川
越
北
消
防
署
訓
練
塔
新
築
工
事
請
負
契
約
の
変
更
に
つ
い
て 

○
桐
野 

忠
議
長 

日
程
第
十
一
、
議
案
第
二
十
七
号
、
川
越
北
消
防
署
訓
練
塔
新
築
工
事
請
負
契

約
の
変
更
に
つ
い
て
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

  

議
案
第
二
七
号 

 
 
 
 

川
越
北
消
防
署
訓
練
塔
新
築
工
事
請
負
契
約
の
変
更
に
つ
い
て 

 
 

川
越
北
消
防
署
訓
練
塔
新
築
工
事
請
負
契
約
（
令
和
六
年
十
二
月
二
十
六
日
議
決
第
十
六
号
）

を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。 

 
 
 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日
提
出 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

川
越
地
区
消
防
組
合
管
理
者 

森 

田 

初 

恵 

 

△
提
案
理
由
の
説
明
（
消
防
局
長
） 

○
桐
野 

忠
議
長 

提
案
理
由
の
説
明
を
願
い
ま
す
。 

 
 

（
浅
見 

篤
消
防
局
長
登
壇
） 

○
浅
見 

篤
消
防
局
長 

た
だ
い
ま
上
程
に
な
り
ま
し
た
議
案
第
二
十
七
号
、
川
越
北
消
防
署
訓
練

塔
新
築
工
事
請
負
契
約
の
変
更
に
つ
い
て
提
案
理
由
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

変
更
の
内
容
に
つ
き
ま
し
て
は
、
別
工
事
と
の
施
工
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
調
整
の
結
果
、
本
工
事

の
工
期
を
百
十
九
日
間
延
長
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
た
、
工
期
延
長
に
伴
い
契

約
金
額
を
四
百
九
十
七
万
二
千
円
増
額
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

以
上
で
提
案
理
由
の
説
明
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
御
審
議
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。 

○
桐
野 

忠
議
長 

提
案
理
由
の
説
明
は
終
わ
り
ま
し
た
。 

 

△
質
疑
・
討
論
・
採
決 

○
桐
野 

忠
議
長 

こ
れ
よ
り
質
疑
に
入
り
ま
す
。
質
疑
の
通
告
は
あ
り
ま
せ
ん
。
質
疑
は
あ
り
ま

せ
ん
か
。
ー
こ
れ
を
も
っ
て
質
疑
を
終
結
い
た
し
ま
す
。 

 
 

討
論
に
入
り
ま
す
。
討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
。
よ
っ
て
、
こ
れ
よ
り
本
件
の
採
決
を
行
い
ま
す
。

本
件
を
原
案
ど
お
り
可
決
す
る
こ
と
に
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
異
議
な
し
」
と
言
う
者
が
い
る
） 

○
桐
野 

忠
議
長 

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
本
件
は
原
案
ど
お
り
可
決
す
る
こ
と
に

決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

 

△
日
程
第
一
二 

議
案
第
二
八
号 

令
和
七
年
度
川
越
地
区
消
防
組
合
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
三

号
） 



令
和
七
年
川
越
地
区
消
防
組
合
議
会
第
四
回
臨
時
会
会
議
録 

一
五  

 

 

○
桐
野 

忠
議
長 

日
程
第
十
二
、
議
案
第
二
十
八
号
、
令
和
七
年
度
川
越
地
区
消
防
組
合
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
三
号
）
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

  

議
案
第
二
八
号 

 
 
 
 

令
和
七
年
度
川
越
地
区
消
防
組
合
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
三
号
） 

 
 

令
和
七
年
度
川
越
地
区
消
防
組
合
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
三
号
）
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。 

 
 

（
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
） 

 

第
一
条 

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
か
ら
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
九
千
三
百
九
十
二
万
一
千
円
を
減
額

し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
百
七
億
一
千
三
百
四
万
七
千
円
と
す
る
。 

 

２ 

歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
の
款
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
並
び
に
補
正
後
の
歳
入

歳
出
予
算
の
金
額
は
、
「
第
一
表
歳
入
歳
出
予
算
補
正
」
に
よ
る
。 

 
 

（
継
続
費
の
補
正
） 

 

第
二
条 

継
続
費
の
変
更
は
、
「
第
二
表
継
続
費
補
正
」
に
よ
る
。 

 
 

（
地
方
債
の
補
正
） 

 

第
三
条 

地
方
債
の
変
更
は
、
「
第
三
表
地
方
債
補
正
」
に
よ
る
。 

 
 
 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日
提
出 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

川
越
地
区
消
防
組
合
管
理
者 

森 
田 
初 

恵 

 

△
提
案
理
由
の
説
明
（
消
防
局
長
） 

○
桐
野 

忠
議
長 

提
案
理
由
の
説
明
を
願
い
ま
す
。 

（
浅
見 

篤
消
防
局
長
登
壇
） 

○
浅
見 

篤
消
防
局
長 

た
だ
い
ま
上
程
に
な
り
ま
し
た
議
案
第
二
十
八
号
、
令
和
七
年
度
川
越
地

区
消
防
組
合
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
三
号
）
に
つ
き
ま
し
て
提
案
理
由
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま

す
。 

 
 

議
案
書
三
十
五
ペ
ー
ジ
を
御
覧
い
た
だ
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。 

 
 

第
一
条
第
一
項
、
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
は
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
か
ら
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ

れ
九
千
三
百
九
十
二
万
一
千
円
を
減
額
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
百
七

億
一
千
三
百
四
万
七
千
円
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

第
二
項
、
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
の
款
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
並
び
に
補
正
後

の
歳
入
歳
出
予
算
の
金
額
を
三
十
六
ペ
ー
ジ
の
第
一
表
歳
入
歳
出
予
算
補
正
の
金
額
に
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

第
二
条
、
継
続
費
の
補
正
は
、
継
続
費
の
年
度
及
び
年
割
額
を
三
十
七
ペ
ー
ジ
の
第
二
表
継
続

費
補
正
の
と
お
り
に
変
更
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

第
三
条
、
地
方
債
の
補
正
は
、
消
防
局
庁
舎
建
設
事
業
費
の
起
債
限
度
額
を
歳
入
予
算
補
正
後

の
組
合
債
の
金
額
に
合
わ
せ
、
三
十
八
ペ
ー
ジ
の
第
三
表
地
方
債
補
正
の
金
額
に
変
更
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

続
き
ま
し
て
、
別
冊
の
令
和
七
年
度
川
越
地
区
消
防
組
合
一
般
会
計
補
正
予
算
説
明
書
（
第
三

号
）
に
よ
り
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

初
め
に
、
三
ペ
ー
ジ
の
歳
出
を
御
覧
い
た
だ
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。 

 
 

常
備
消
防
費
で
ご
ざ
い
ま
す
。
職
員
人
件
費
一
億
六
百
七
万
九
千
円
の
増
額
は
、
給
与
改
定
に

係
る
給
料
表
の
改
定
並
び
に
期
末
勤
勉
手
当
の
支
給
率
の
引
上
げ
に
伴
い
増
額
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

消
防
局
庁
舎
建
設
事
業
費
二
億
円
の
減
額
は
、
消
防
局
庁
舎
建
設
事
業
（
造
成
等
）
に
係
る
外

構
工
事
費
用
の
一
部
を
令
和
八
年
度
に
付
け
替
え
る
必
要
が
生
じ
た
こ
と
か
ら
減
額
を
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

続
き
ま
し
て
、
歳
入
の
説
明
に
移
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 
 

二
ペ
ー
ジ
の
歳
入
を
御
覧
い
た
だ
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。 

 
 

繰
越
金
八
千
九
百
八
十
七
万
九
千
円
の
追
加
は
、
前
年
度
剰
余
金
を
追
加
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

消
防
債
一
億
八
千
三
百
八
十
万
円
の
減
額
は
、
消
防
局
庁
舎
建
設
事
業
債
と
い
た
し
ま
し
て
事

業
費
の
減
額
に
伴
い
減
額
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 



令
和
七
年
川
越
地
区
消
防
組
合
議
会
第
四
回
臨
時
会
会
議
録 

会
議
録 

 

一
六 

 

 

 
 

以
上
、
御
説
明
申
し
上
げ
ま
し
た
内
容
が
一
ペ
ー
ジ
に
ご
ざ
い
ま
す
歳
入
歳
出
補
正
予
算
事
項

別
明
細
書
の
総
括
に
ま
と
め
た
も
の
の
概
要
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

な
お
、
四
ペ
ー
ジ
に
ご
ざ
い
ま
す
附
表
一
給
与
明
細
書
、
十
ペ
ー
ジ
に
ご
ざ
い
ま
す
附
表
二
継

続
費
に
関
す
る
調
書
及
び
十
一
ペ
ー
ジ
に
ご
ざ
い
ま
す
附
表
三
地
方
債
に
関
す
る
調
書
に
つ
き
ま

し
て
は
、
説
明
は
省
略
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。 

 
 

以
上
で
提
案
理
由
の
説
明
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
御
審
議
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。 

○
桐
野 

忠
議
長 

提
案
理
由
の
説
明
は
終
わ
り
ま
し
た
。 

 

△
質
疑
・
討
論
・
採
決 

○
桐
野 

忠
議
長 

こ
れ
よ
り
質
疑
に
入
り
ま
す
。
質
疑
の
通
告
は
あ
り
ま
せ
ん
。
質
疑
は
あ
り
ま

せ
ん
か
。
ー
こ
れ
を
も
っ
て
質
疑
を
終
結
い
た
し
ま
す
。 

 
 

討
論
に
入
り
ま
す
。
討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 
 

よ
っ
て
、
こ
れ
よ
り
本
件
の
採
決
を
行
い
ま
す
。
本
件
を
原
案
ど
お
り
可
決
す
る
こ
と
に
御
異

議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
異
議
な
し
」
と
言
う
者
が
い
る
） 

○
桐
野 

忠
議
長 

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
本
件
は
原
案
ど
お
り
可
決
す
る
こ
と
に

決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

 

△
閉 

 

会 

○
桐
野 

忠
議
長 

以
上
を
も
っ
て
川
越
地
区
消
防
組
合
議
会
第
四
回
臨
時
会
の
議
事
全
部
を
終
わ

り
ま
し
た
。
よ
っ
て
、
こ
れ
を
も
っ
て
会
議
を
閉
じ
ま
す
。 

 
 

閉
会
い
た
し
ま
す
。 

午
後
二
時
三
十
六
分 

閉
会 

 

△
会
議
の
結
果 

 

日
程
第 

一 
 
 
 
 
 
 
 

会
期
決
定
に
つ
い
て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本
日
一
日
間
と
決
定
し
た
。 

 

日
程
第 

二 
 
 
 
 
 
 
 

議
案
提
出
書
の
公
表
に
つ
い
て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

議
案
提
出
書
を
公
表
し
た
。 

 

日
程
第 

三 
 
 
 
 
 
 
 

地
方
自
治
法
第
百
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
出
席
者
の 

報
告
に
つ
い
て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出
席
者
の
一
覧
表
を
配
布
し
た
。 

日
程
第 

四 
 
 
 
 
 
 
 

会
議
録
署
名
議
員
指
名
に
つ
い
て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

議
長
指
名
の
と
お
り
決
定
し
た
。 

日
程
第 

五 

議
案
第
二
一
号 

川
越
地
区
消
防
組
合
消
防
本
部
及
び
消
防
署
の
設
置
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

原
案
可
決 

日
程
第 

六 

議
案
第
二
二
号 

川
越
地
区
消
防
組
合
消
防
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
及
び
川

越
地
区
消
防
組
合
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

原
案
可
決 

日
程
第 

七 

議
案
第
二
三
号 

川
越
地
区
消
防
局
・
川
越
北
消
防
署
新
築
工
事
請
負
契
約
の
変

更
に
つ
い
て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

原
案
可
決 

日
程
第 

八 

議
案
第
二
四
号 

川
越
地
区
消
防
局
・
川
越
北
消
防
署
新
築
電
気
設
備
工
事
請
負

契
約
の
変
更
に
つ
い
て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

原
案
可
決 

日
程
第 

九 

議
案
第
二
五
号 

川
越
地
区
消
防
局
・
川
越
北
消
防
署
新
築
空
調
設
備
工
事
請
負

契
約
の
変
更
に
つ
い
て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

原
案
可
決 

日
程
第
一
〇 

議
案
第
二
六
号 

川
越
地
区
消
防
局
・
川
越
北
消
防
署
新
築
給
排
水
そ
の
他
設
備



令
和
七
年
川
越
地
区
消
防
組
合
議
会
第
四
回
臨
時
会
会
議
録 

一
七  

 

 

工
事
請
負
契
約
の
変
更
に
つ
い
て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

原
案
可
決 

日
程
第
一
一 

議
案
第
二
七
号 

川
越
北
消
防
署
訓
練
塔
新
築
工
事
請
負
契
約
の
変
更
に
つ
い
て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

原
案
可
決 

日
程
第
一
二 

議
案
第
二
八
号 

令
和
七
年
度
川
越
地
区
消
防
組
合
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
三

号
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

原
案
可
決 


